
指定居宅介護支援事業所 ゆずりは 

運営規程 

                               株式会社ゆずりは 

 
（目的） 

第１条  株式会社ゆずりは（以下「法人」という）が開設する指定居宅介護支援事業（以

下「事業所」という。）は、介護保険法の理念に基づき、老化に伴い介護が必要な

者に対して自立した生活を送れるよう、介護相談、介護計画等のサービスを提供

することを目的とする。 

 
（運営方針） 

第２条  事業所の運営方針は次のとおりとする。 

   １． 被保険者が要介護状態等となった場合、可能な限り居宅において、その有す 

     る能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われる 

     こと。 

   ２． 被保険者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要 

     な協力を行う。また、被保険者が申請を行われているか否かを確認し、その支 

     援を行う。 

   ３． 被保険者の選択により、心身状況、その置かれている環境等に応じて、適 

     切な保健・医療サービス及び福祉サービス、施設等の多様なサービス事業者と 

     の連携を得て、総合的かつ効率的に介護計画が提供されるよう配慮し努める。 

   ４． 介護認定調査の委託を受けた場合は、公平、中立さらに被保険者に対し正し

い調査を行い、その知識を有するよう研鑚を行う。 

   ５． 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供 

     されるサービスの種類が特定の事業者に不当に編することのないよう公平、 

     中立に行う。 

 
（事業所の名称） 

第３条 この事業の名称は、「居宅介護支援事業所 ゆずりは」と称する。 

 
（事業所の所在地） 

第４条  事業所の所在地は次のとおり。 

     伊丹市中央5 丁目4-9 エクセル中央406  

 



 

 
（従業員の職種、人員及び職務内容） 

第５条  事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

     １．管理者   １名 （常勤・主任介護支援専門員 介護支援専門員と兼務） 

       管理者は、事業所の職員の人事管理及び業務の指揮監督に当たるものとす 

       る。 

     ２．介護支援専門員   ３名以上（内１名は管理者兼務） 

       介護支援専門員は、介護サービス計画の作成及び指定居宅サービス事業者 

        等との連絡調整等、介護支援サービスの提供及び市町村からの受託に基づ

く 要介護認定調査業務に当たる。 

 
（営業日、営業時間） 

第６条  １． この事業は、毎週月曜日から金曜日までとし、土、日曜日、祝日及び12 

       月29 日から1 月3 日までの年末年始を特別休暇とする。但し、休日であ 

       っても相談用電話等にて受付ける。 

     ２．営業時間は午前9 時00 分から午後6 時00 分までとする。但し、他の 

       時間については、相談用電話にて受付ける。 

 
（居宅介護支援の提供方法） 

第７条  １．事業所は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時ま

たは利用者から求められたときは、それを提示すべき旨を指導する。     

     ２．事業所は、利用者の在宅サービス計画の作成を本人と家族の意志を尊重し

て、医療・保険サービス、福祉サービス等の多様なサービスをサービス事

業者連携し、総合的、効果的な介護計画を作成し、利用者の承認を得てサ

ービスの提供の手続きを行う。             

     ３．事業所は、正当な理由なく業務の提供を拒否してはならない。 

      （イ） 正当な理由とは、介護保険法第24 条第2 項に規定する介護給付 

         等対象サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護 

         状態の程度を増進させたと認められたとき。 

      （ロ） 偽りとその他の不正行為によって保険給付を受けた、あるいは受 

         けようとしたとき。 

      （ハ） 以上のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してそ 

         の旨を該当保険者に通知する。 

 

 



 
（居宅介護支援の内容） 

第８条  １．居宅サービス計画の作成 

      （利用者への情報提供） 

     （イ） 作成開始に当たっては、利用者及び家族に対し、サービスの選択がし 

        やすいよう当該地区における保健・医療・福祉サービスの種類、サービ 

        ス内容、利用料金の情報を提供する。 

      （利用者の実態把握） 

     （ロ） 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成に当たっては、居宅サ

ービス計画ガイドライン（全国社会福祉協議会方式）を用いて利用者の 

        有している能力、提供を受けているサービス、そこに置かれている環 

        境等について、評価を行い、利用者が抱えるニーズを明らかにし、利 

用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべ 

き課題を把握しなければならない。 

      （居宅介護サービス計画の原案作成） 

     （ハ） 介護支援専門員は、利用者、家族の希望ならびに利用者についての 

        把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービ 

        スが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの原案を作成す 

        る。    また、サービス計画の作成にあたって、利用者から介護支援専

門員に対して複数の指定居宅サービス事業者の照会を求めることや、居

宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス事業所等の選定理由

の説明を求めることが可能であること等につき、文書の交付及び口頭に

より説明し、文書に利用者の署名(記名押印)を受けるものとする。 

 
      （サービス担当者会議） 

     （ニ） 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画の原案に基づき関係する指 

        定居宅サービス等の担当者を召集して、当該居宅サービス計画の原案内 

        容について、専門的な見地から意見を求めるものとする。 

      （利用者の同意） 

     （ホ） 介護支援専門員は、利用者及び家族に対し、サービスの種類、内容、 

        利用料等について説明し、文書により同意を得る。 

      （利用者との相談） 

     （へ） 利用者及び家族からの相談を受ける場所は当事務所の相談スペースと

する。 

     ２． サービス実施状況の継続的な把握、評価 

        介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても利用者、家族、 



       指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより実施状況 

       の把握を行い、必要に応じて利用者の課題把握、居宅介護サービス計画   

       の変更、指定居宅サービス事業者との連絡調整、その他の便宜の提供を    

       行う。 

また、これらの把握を行うため、居宅サービスの実施後、最低１ヶ月に 

１回以上利用者宅を訪問するものとする。 

          ３． 地域ケア会議における関係者間の情報共有 

               地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあっ

た場合には、これに協力するよう務めることとする。 

     ４． 介護保険施設等の紹介 

     （イ） 介護支援専門員は、利用者がその居宅においてサービス提供が困難 

        になったと認める場合、利用者が介護保険施設等への入院又は入所を希 

        望する場合には介護保険施設等への紹介、その他の便宜の提供を行う。 

     （ロ） 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院、退所しようとする要介 

        護者から依頼があった場合には、円滑に居宅における生活へ移行でき 

        るよう、居宅介護サービス計画の作成等の援助を行う。 

 
（利用料、その他の費用の額） 

第９条  １． 利用料は介護報酬の告示上の額とする。 

２． 通常の事業実施地域以外からの利用者の申請があったときは、交通費に 

ついては利用者の同意を得てから実費を請求する。 

なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 

         一 事業所から、片道１５キロメートル未満   ７４０円 

         二 事業所から、片道１５キロメートル以上 １，０００円 

３．前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前   

に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）を

受けることとする。 

 

 
（通常の事業の実施地域） 

第１０条  通常の事業の実施地域については伊丹市、尼崎市、川西市とする。 

 
（法定代理受領サービスに係る報告） 

第１１条  事業所は、毎月保険者に対し、居宅介護サービス計画、その実施状況に関す

る書類を提出しなければならない。 

 



（秘密保持） 

第１２条 １．事業所は、利用者または家族の個人情報について「個人情報の保護に関す

る法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱のためのガイダンス」を遵守し適切な取扱に務めるものとす

る。 

     ２．職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ

るため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、

職員との雇用契約の内容とする。 

 
（研修の確保） 

第１３条  介護支援専門員等の資質向上を図るため研修の機会を次の通り設けるものと

し、業務体制を整備する。 

一 採用時研修 採用後３か月以内 

         二 継続研修  年１２日 

 
(虐待防止に関する事項) 

第１４条  事業所は利用者の人権の擁護・虐待防止のため次の措置を講ずるものとする。 

１． 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

２． 利用者及びその苦情処理体制の整備 

３． その他虐待防止のために必要な措置 

          事業者はサービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(利用者の家族など

の高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した

場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 
（ハラスメントに関する事項） 

 第１５条  事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付

けた指定居宅サービス等に対する利用者またはそのご家族等からのハラスメントに迅速か

つ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。 

 
（業務継続計画） 

第１６条 業務継続計画の策定にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が

継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、

その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。 

 

  

 



（衛生管理） 

第１７条  感染予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策

を協議し、対応指針等を作成する。また研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努

める。 

  
（その他運営に関する重要事項） 

第１８条  １．事業所の会計は他の会計と区分し、毎年3 月1 日から翌年の2 月29 

         日の会計期間とする。 

      ２．事業所の運営規定の概要、介護支援専門員、その他の職員の勤務体制、 

         サービスの選択に必要な重要事項を見やすい場所に提示する。 

      ３．介護支援専門員は、サービス提供を利用者に強要又は、該当事業者か 

         ら金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

      ４．事業所には、設備、備品、職員、会計に関する諸記録の整備を行う。 

         又、居宅介護サービス計画、サービス担当者会議、居宅介護支援の提供 

         に関する記録整備を完結の日から5 ヵ年保存しなければならない。 

      ５．事業所は、その事業の運営にあたり、兵庫県暴力団排除条例(平成24 年

兵庫県条例第４号)第２章に規定する暴力団を利することとならないよ

うにする。 

６．この規程に定める事項のほか、運営に関する事項は、法令又は、法人の

諸規程又は、保険者の定めを準用するものとする。 

 

 

 
附則    この規定は、平成16 年 4 月1 日から施行する。 

平成18 年 4 月1 日  改定 

平成18 年 8 月１日 一部改定 

平成30 年 4 月1 日  改定 

令和3 年12 月1 日  改定 

令和7 年  4 月1 日  改定 

 

 

 

 

 

 

 


